
（１） 横断的事項 　

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価）
原則No
（注）
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関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

3

（ウ）労働者の権利の保護・尊重（含む外国人労働者・外国人技能実習生等）

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

3

8

25

31

・総雇用におけるインフォーマル雇用の割合
（非農林業就業者に占める自営業主・家族従
業者の割合）、労働者の平均時給（性別、年
齢、職業、障害者別）、失業率（性別、年齢、
障害者別）、労働者100,000人当たりの致命的
及び非致命的な労働災害数
　（注）SDGｓのゴール８（すべての人のための
持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生
産的な完全雇用およびディーセント・ワーク
（働きがいのある人間らしい仕事）を推進す
る）とそのターゲットのグローバル評価指標の
うち、主な関係指標

（厚生労働省）厚生労働省では、ビジネスと人権に関して、国内においては、働き方改革の推進などを通じてディーセント・ワークの促進、ハラス
メント対策の推進、女性の活躍の推進、障害者雇用の促進など幅広く対応を実施している。

（注）主な評価指標の実績含む詳細については、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/goal8.html　に掲載。

・実施状況

・我が国が未批准であったILO基本条約のうち、ILO第105号条約については、2022年に締結し、2023年に我が国について効力が生じた。また、
第155号条約については、2025年の通常国会で締結の承認を得ており、2026年4月の批准書の寄託及び2027年4月の発効を予定している。
（注）2026年4月に批准書は寄託済み。
・残る未批准のILO基本条約であるILO第111号条約についても、その批准の重要性は認識しており、引き続き、同条約と国内法制との整合性の
検討を進めていく。なお、未批准条約については、毎年、政労使の代表者が参集するILO懇談会でも議論を行っているところであり、直近では
2025年4月に第111号条約について意見交換を実施した。

①セクシュアルハラスメント措置義務に関する
是正指導の件数
②妊娠・出産等に関するハラスメント措置義務
に関する是正指導の件数
③パワーハラスメント防止措置に関する是正
指導の件数

①1,302件（令和6年度）
②1,364件（令和6年度）
③1,698件（令和6年度）

・ハローワークにおける事業所訪問指導の実
施件数

2021年度：12,529件（計画数：11,700件）
2022年度：13,278件（計画数：12,161件）
2023年度：13,598件（計画数：12,825件）
2024年度：15,052件（計画数：13,949件）

・また、通年の事業所訪問指導に加え、例年6月には外国人労働者問題啓発月間を開催し、関係機関とも連携しながら外国人労働者の雇用管
理改善に係る周知・啓発を行っている。

・都道府県労働局及び労働基準監督署への
外国人労働者からの相談のうち、労働災害及
び労働時間等に係る相談件数について、過去
３か年平均以上の件数

・過去3か年において相談件数は増加傾向であり、直近の実績では指標を上回っている。
2023年：6,466件（指標：6,836件）
2024年：7,287件（指標：6,500件）
2025年：8,388件（指標：6,750件）
・また、ハローワークにおいて、通訳員の配置や多言語音声翻訳機器の活用、13か国語の電話通訳が可能な多言語コンタクトセンター等による
多言語相談支援を実施している。

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

５年目レビュー行動計画実施状況一覧
（注）指導原則（仮訳・解説つき）

ア．労働（ディーセント・ワークの促進等）
（ア）ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の促進
（（１）雇用の促進、（２）社会的保護の方策の展開及び強化、（３）社会対話の促進、（４）労働における基本的原則及び権利の尊重、促進及び実現等）

(イ)  ハラスメント対策の強化

4

1

● 「ＩＬＯ宣言」に述べられている基
本的権利に関する原則の尊重、促
進及び実現のために労働政策を推
進し、女性活躍の推進にも貢献する
ワーク・ライフ・バランスの確保も含
むディーセント・ワークの実現に引き
続き努めていく。

【内閣府、厚生
労働省】

2

●批准することが適当と認められる
基本的なＩＬＯの条約及び他のＩＬＯの
条約の批准を追求するための継続
的かつ持続的な努力を払っていく。

【内閣官房、人
事院、総務省、
外務省、厚生労
働省、経済産業
省、国土交通
省、防衛省】

【厚生労働省】

●外国人労働者のために、都道府
県労働局、ハローワーク、労働基準
監督署において、多言語による対応
を引き続き実施する。

5

【厚生労働省】

●外国人を雇用する事業主に対す
る労働法令の遵守及び「外国人労働
者の雇用管理の改善等に関して事
業主が適切に対処するための指針」
（平成１９年厚生労働省告示第２７６
号）について、セミナー等を通じて事
業主への周知徹底・意識啓発を図
る。

3

●改正労働施策総合推進法等の履
行確保を通じてハラスメントのない職
場環境の実現に向けた取組を引き
続き推進していく。

【厚生労働省】

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100165919.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100165919.pdf
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関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

7 【外務省】

・国際移住機関（IOM）の人身取引被害者の帰
国支援事業を利用して帰国した外国人人身取
引被害者のうち、社会復帰支援を受けた人数
の割合

（外務省）2025年4月から2026年3月までの期間に日本国内で人身取引被害にあいIOMの帰国支援事業を利用して帰国した外国人被害者１名
に対して、帰国後の社会復帰支援（法的支援、起業支援等）が提供された。また、被害者の母国政府による支援で帰国した外国人被害者１名
についても、IOMによる帰国後の社会復帰支援が提供された。

10

8
【外務省、厚生
労働省】

（厚生労働省）
各種セミナーや職業訓練等への参加者数

（厚生労働省）我が国からの拠出を通じてILOが実施している事業において、コミュニティ単位の児童労働監視システムの運用支援、政府の児
童労働アクションプランの策定支援及び児童労働関連法の改正支援等を通じて、アジア地域の児童労働の撲滅に向けた取組に貢献している。

（外務省）さらに、ILOへの拠出事業として、「ガーナ・カカオ生産地におけるグリーン・ジョブの推進と気候変動に対する強靱化」を実施し、JICAと
も連携して、児童労働フリーゾーン（Child Labour Free Zones）の推進に向けた活動を展開することで、同地における児童労働問題の解決に寄
与している。また、「マリ・セグー州における児童労働の撲滅と住民の経済的回復力の促進」 と題する児童労働の撲滅等を目的としたILOプロ
ジェクトへの拠出を行った。

10

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

3

・監理団体及び実習実施者に対する実地検査
数
・技能実習法に基づく行政処分等件数
・母国語相談及び申告件数

・外国人技能実習機構における実習実施者及び監理団体に対する実地検査数（25,698件（2024年度））
・技能実習法に基づく行政処分等件数（監理許可取消し：63団体、技能実習計画の認定取消し：704機関（2026年3月末現在）
・母国語相談及び申告件数（母国語相談：延べ14,009件、申告（注）：70件（2024年度））
（注）母国語相談窓口からの相談により明らかになったものを含み、技能実習法違反の疑いのある案件のうち、技能実習生等が技能実習法第
49条の規定に基づく申告をするとした場合の件数。
　なお、2021年4月21日からは、暴行や脅迫等の人権侵害行為の相談に対応するための専用窓口「技能実習SOS・緊急相談専用窓口」を開設
したほか、2023年4月12日からは、電話番号を持っていない者でも相談ができるよう、オンライン通話による相談対応を開始した。

・この他、技能実習生の失踪防止に向けた取組として、2023年11月に失踪者の発生が著しいカンボジアの送出機関からの技能実習生の新規
受け入れを停止する措置を開始し、措置継続中。
・技能実習制度に替わり、新たに人材育成と人材確保を目的として創設された育成就労制度については、2025年10月までに関係政省令を公布
したほか、2026年１月には、分野ごとの受入れ見込数を定める「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制
度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」（分野別運用方針）が閣議決定されるなど、2027年４月の運
用開始に向けて必要な準備を進めている。

・旅行業法に基づく立入検査による旅行業者
の不健全旅行への関与がないか等の調査状
況

旅行業者等に対して旅行業法に基づく立入検査を実施し、直近2025年度において児童買春を目的とするような不健全旅行への関与は認めら
れなかった。

今後行っていく具体的な措置

●「バリ・プロセス」への拠出・参加を
含む国際社会等との協力の下、ＪＩＣ
Ａの技術協力や様々な国連機関へ
の拠出を通じた、ジェンダーの視点も
踏まえた人身取引対策及び被害者
保護の強化に向けた取組を引き続き
支援していく。

●国際機関等への拠出を通じた、児
童労働の撤廃に向けた取組の支援
を引き続き行っていく。

イ．子どもの権利の保護・促進
(ア)  人身取引及び性的搾取を含む児童労働撤廃に関する国際的な取組への貢献

【法務省、外務
省、厚生労働
省】

●技能実習制度においては、平成２
９年から施行した技能実習法に基づ
く新たな制度の下、監理団体の許可
制や技能実習計画の認定制の導
入、技能実習生への人権侵害の禁
止規定や人権侵害を行った監理団
体等への罰則規定の整備、外国人
技能実習機構による実地検査の実
施や技能実習生からの母国語相談・
申告窓口の設置、二国間取決め等
による制度の適正化を、ジェンダー
の視点も踏まえつつ、引き続き実施
する。技能実習制度の運用に関する
プロジェクトチームが取りまとめた改
善方策を引き続き着実に実施するほ
か、技能実習生の失踪防止に向け
た新たな施策の実施に取り組む。

6

【観光庁】

●旅行業法（昭和２７年法律第２３９
号）の遵守を通じた児童買春に関す
る啓発及び、旅行業者が児童買春を
目的とするような不健全旅行に関与
しないよう旅行業法に基づく立入検
査を引き続き実施していく。

9

(イ)  旅行業法の遵守を通じた児童買春に関する啓発

今後行っていく具体的な措置



関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

10

【こども家庭庁、
内閣府、警察
庁、法務省、外
務省、文部科学
省】

（関係府省庁）
「こどもに対する暴力をなくす行動計画」に記
載されている子どもに対する暴力の発生・相
談件数等

（関係府省庁）
子どもに対する暴力をなくすための国際的な取組に参加し、パスファインディング国として、SDGsのターゲットである「子どもに対する暴力撲滅
（ターゲット16.2）」の達成に寄与することを念頭に、虐待、性的搾取等・性暴力、いじめ、体罰等の分野における取組を幅広く取りまとめた「子ど
もに対する暴力撲滅行動計画」に記載された取組を着実に進めた。また、２０２６年３月に「こどもに対する暴力をなくす行動計画」として計画の４
年度ぶりの改定を行った。改定に際しては、旧計画策定以降の、こども家庭庁の発足、こどもの意見聴取の仕組み（こども若者★いけんぷら
す）の設置、こども基本法の施行、こども性暴力防止法の成立、その他①虐待②性的搾取等・性暴力③いじめ④体罰に関する各省庁の様々な
取組の進展等を踏まえ、記述を大幅に更新した。また、改定に当たっては、市民社会や「こども若者★いけんぷらす」を利用して、こども・若者か
らの意見も積極的に取り入れた。引き続き、関係府省庁間、関係者間の連携を進めつつ、取組を確実に進めていくこととした。

(法務省）
・性犯罪に係る刑事法の在り方については、強制性交等罪及び準強制性交等罪を統合した上で、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な
状態での性交等であることを中核とする要件として規定し、不同意性交等罪としたことや、いわゆる性交同意年齢の引上げ等を内容とする刑法
及び刑事訴訟法の一部を改正する法律が2023年6月16日に成立し、同月23日に公布された。
・令和5年改正後の刑法等の関係法令の内容及び趣旨を踏まえ、法と証拠に基づき、厳正に対処している。

1

11 【外務省】
・日本政府拠出案件における裨益者数等（「子
どもに対する暴力撲滅基金」からの事業報告
書による）

・令和4年度補正予算において、子どもに対する暴力撲滅基金に約1.0億円を拠出。同拠出により、2023年2月から2024年5月まで、ブルキナファ
ソ、コートジボワール、エチオピア、ナイジェリア及びジンバブエを対象に、子供に対する暴力削減のための良好な子育ての推進事業が実施さ
れた。(なお、拠出は令和4年度補正まで実施。）

2

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

12
【スポーツ庁、
外務省】

（スポーツ庁）各種イベントを通じた周知・普及
啓発状況

（スポーツ庁）ユニセフのオンラインイベントにて、室伏前スポーツ庁長官が「子どもの権利とスポーツの原則」について発信。子どもたちのため
のスポーツの実現に向け、関係者の一層の努力と協働を訴えた。

（外務省）政策協議や要人往来の際にもスポーツの原則を含む子どもの権利向上に向けて取り組むことの重要性につき一致。

8

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

13
【こども家庭庁、
外務省】

・実施状況

（こども家庭庁）令和７年度の「青少年の被害・非行防止全国強調月間」において、「インターネット利用におけるこどもの性被害の防止」を最重
点課題に、「有害環境への適切な対応」等を重点課題に掲げ、国、地方公共団体及び事業者を始めとする関係団体等が相互に協力しながら、
子どもに有害な製品やサービスへのアクセスを制限するための取組を進めるよう周知した。

（外務省）ガーナにおいてUNICEF、JICA、日本企業と連携し、「ビジネスと人権」に関する行動計画に沿って、責任あるサプライチェーンの構築と
児童労働を許容しない持続可能なビジネス慣行を支援。

8

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

3

・令和6年9月9日に決定された、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画（第6次）」に
基づき、関係府省庁、地方公共団体及び民間が連携して青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策を推進して
いる。
・また、こども家庭庁では、保護者向け普及啓発のリーフレットを作成し、都道府県の関係機関等に配布するとともに、こども家庭庁ウェブサイト
に掲載し、周知啓発している。

・実施状況

今後行っていく具体的な措置

● 「こどもに対する暴力をなくす行動
計画」の着実な実施を通じ、性的搾
取等を含む国内のこどもに対する暴
力をなくすことに取り組んで行く。

● 「子どもに対する暴力撲滅基金」
の人道分野への関与を通じ、海外に
おける子どもに対する暴力をなくす
ための取組を推進していく。

今後行っていく具体的な措置

●国際会議での発信や、地方公共
団体、学校、スポーツ団体等への本
原則の趣旨の周知・普及啓発への
協力を行っていく。

今後行っていく具体的な措置

●関係機関等への本原則の趣旨の
周知への協力を行っていく。

今後行っていく具体的な措置

● 「青少年インターネット環境整備
法」及び「青少年インターネット環境
整備基本計画」に基づいて、青少年
の安全・安心なインターネット利用環
境の整備に向けて引き続き取り組ん
でいく。

【こども家庭庁】14

(ウ)  「子どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップ」を通じた取組

(エ) 関係業界・団体への「子どもの権利とスポーツの原則」の周知・啓発への協力

(オ)  「子どもの権利とビジネス原則」の周知への協力

(カ)  青少年の安全・安心なインターネット利用環境整備に向けた施策の着実な実施



(キ)  「子供の性被害防止プラン」に基づく施策の着実な実施

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

25

(イ)  ＡＩの利用と人権に関する議論の推進

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

17 【全府省庁】 ・実施状況

（外務省）
・2021年のユネスコ総会で採択された「AIの倫理に関する勧告」の途上国における実施促進のため、ユネスコと協力し、アフリカ及びSIDS各国を
対象とし、2022年～2025年の3か年事業「倫理リスクに対処したAI技術に関する対応支援事業」を実施した。また、2024年～2026年の3か年事業
「AIの倫理に関する勧告の実施を通じた効果的なAIガバナンス構築支援」を実施している。

3

（法務省）
・人権侵犯事件の新規救済手続開始件数

(法務省）法務省の人権擁護機関では、人権相談等を通じ、インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害等の人権侵害の疑いのある事案を
認知した場合には、違法性の有無を判断した上で、当該情報の削除等をプロバイダ等に要請するなどの取組を実施している。令和7年中に法
務省の人権擁護機関が、インターネット上の人権侵害情報に関して新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は1,569件であった。

16
【総務省、法務
省】

●インターネット上の名誉毀損・プラ
イバシー侵害等の人権侵害事案を
認知した場合には、当該情報の削除
等をプロバイダ等に要請するなどの
取組を引き続き実施する。

今後行っていく具体的な措置

●ＡＩが社会に受け入れられ適正に
利用されるよう、人権尊重の観点も
含め、「人間中心のＡＩ社会原則」の
定着に努めていく。

（こども家庭庁）「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）2022」や「青少年が安全に安心してインターネットを利用
できるようにするための施策に関する基本的な計画（第6次）」に基づく各種施策の推進により、SNS等に起因するこどもの性被害防止のための
環境整備を図った。

（警察庁）「子供の性被害防止プラン」に基づき、児童の性的搾取等の被害実態等の把握と取締りの強化、使用されるツール等に着目した対
策、被害防止に関する広報・啓発活動等を推進している。

(法務省）
・法務省の人権擁護機関では、「こどもの人権を守ろう」を啓発活動強調事項の一つとして掲げ、人権教室や講演会等の開催、啓発冊子の配布
等、こどもが人権享有主体として最大限尊重されるような社会の実現を目指した人権啓発活動を実施している。
・また、人権相談等を通じ、こどもに対する性的搾取等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事
案に応じた適切な措置を講じている。令和7年中に法務省の人権擁護機関が、児童ポルノに関して新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の
数は11件であった。
・児童買春、児童ポルノ事犯等の子供の性被害（児童の性的搾取等）事犯について、外国当局からの捜査共助の要請に対し、迅速かつ的確に
共助を実施。
検察において、子供の性被害（児童の性的搾取等）事犯に対し、平成27年7月より適用が開始された「自己の性的好奇心を満たす目的による児
童ポルノ所持等罪」も含め、児童買春・児童ポルノ禁止法等の関係法令を積極的に活用し、法と証拠に基づき、厳正な科刑を実現。
検察官に対し、経験年数等に応じて行う各種研修において、児童ポルノに係る関係法令に関する講義を実施（10回）。
・刑事施設において、不同意わいせつ、不同意性交等その他これに類する犯罪又は自己の性的好奇心を満たす目的をもって人の生命若しくは
身体を害する犯罪の原因となる認知の偏り又は自己統制力の不足がある受刑者を対象に、認知行動療法の手法をベースとしたグループワー
ク等により構成された性犯罪再犯防止指導を実施してきたところ、効果検証や有識者検討会の結果等を踏まえ改訂したプログラムを令和4年4
月から実施し、性犯罪者の再犯防止を図っている。
・保護観察所において、自己の性的欲求を満たすことを目的とした犯罪行為を繰り返すなどの問題傾向を有する保護観察対象者に対して、そ
の問題性を改善するため、認知行動療法に基づく性犯罪者処遇プログラムを実施してきたところ、効果検証や有識者検討会の結果等を踏まえ
て改訂された性犯罪再犯防止プログラムを令和4年4月から実施し、性犯罪者の再犯防止を図っている。
・日本司法支援センター（法テラス）では、児童虐待の被害を受けている児童や、受けるおそれのある児童に対し、被害を防止するための法的
支援が必要な場合、弁護士による法律相談を実施している（ＤＶ等被害者法律相談援助）。

（外務省）「子供の性被害防止プラン」に基づき、児童の権利条約、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書の履行及び国内広報の
実施、「子どもに対する暴力撲滅行動計画」の着実な実施、海外渡航者に対して、加害者にならないための啓発等を推進している。

（文部科学省）
・国民意識の向上等に向けて、ネットモラルキャラバン隊を、2025年度においては全国3か所で開催済。
・青少年が主体となり、ネットとの関わり方や今後の社会の在り方等について、様々な世代とコミュニケーションを図る対話型のフォーラム・ワー
クショップを開催済。

15

●国民意識の向上及び国民運動の
展開並びに国際連携、被害に遭うこ
となく成長するための児童及び家庭
の支援、ツールに着目した被害の予
防・拡大防止対策の推進、被害児童
の迅速な保護及び適切な支援、取
締りの強化と加害者の更生、被害に
遭わない社会の実現のための基盤
の強化に引き続き取り組んでいく。

【こども家庭庁、
警察庁、総務
省、法務省、外
務省、文部科学
省、こども家庭
庁、経済産業
省】

（関係府省庁）実施状況
（法務省）人権侵犯事件の新規救済手続開始
件数

1

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

ウ．新しい技術の発展に伴う人権
(ア)  ヘイトスピーチを含むインターネット上の名誉毀損、プライバシー侵害等への対応



(ウ)  ＡＩの利用とプライバシーの保護に関する議論の推進

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

エ．消費者の権利・役割
（ア）エシカル消費の普及・啓発

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

19 【消費者庁】
・エシカル消費に関連するイベントへの出展回
数
・ＨＰでのイベント情報の発信数や事例紹介数

・エシカル消費に関連するイベントへの出展回数　⇒3回（2025年度実績）
・ＨＰでのイベント情報の発信数や事例紹介数　⇒449件（2026年3月末時点）

3

(イ)  消費者志向経営の推進

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

20 【消費者庁】
・消費者志向自主宣言をした事業者数
・実施状況

・消費者志向自主宣言をした事業者数
　⇒1023事業者（2026年3月末時点）
・消費者志向経営に関する優れた取組を行う事業者を表彰し、その推進を図ることを目的として、2018年度から「消費者志向経営優良事例表
彰」を実施している。

3

(ウ) 消費者教育の推進

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

21
【消費者庁、文
部科学省】

・地域での消費者教育関連事業（講座等）の
実施割合
・消費者教育ポータルサイトへのアクセス件数

（消費者庁）
・地域での消費者教育関連事業（講座等）の実施割合
　⇒52.1％（2025年度実績）
・消費者教育ポータルサイトへのアクセス件数
　⇒754,704件（2025年度実績）

3

●消費者教育推進法に基づき、消費
者市民社会の形成に向けて、消費
者が自らの利益の擁護及び増進の
ために自主的かつ合理的に行動で
きるようにその自立を支援するととも
に、学校、家庭、地域、職域、その他
多様な主体の連携を通して、消費者
教育の推進を引き続き支援していく。

● 事業者が消費者志向経営を行う
ことを自主的に宣言し、宣言に基づ
き取り組み、その結果を公表する「消
費者志向自主宣言・フォローアップ
活動」を引き続き実施していく。また、
消費者志向経営の推進を図るため、
「消費者志向経営優良事例表彰」を
実施していく。

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

●様々な主体が実施するエシカル消
費に関連するイベントでの普及啓発
の実施、ＨＰでのイベント情報の発信
や事例紹介、パンフレットや教材の
作成等を社会的課題（背景）につい
ても理解を促すような形で引き続き
実施していく。

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

18
● 国際会議等において、ＡＩの利用
とプライバシーの保護に関する議論
の推進に努めていく。

【個人情報保護
委員会、経済産
業省】

（経済産業省）GPAI等の国際的な取組を通じ
て、AI原則等の実践に関する議論を進め、関
連イベント等を通じた周知・普及啓発状況

（経済産業省）2024年4月、経済産業省と総務省共同で、生成AIの普及を始めとする近年の技術の急激な変化等に対応すべく、有識者等と議
論を重ね、関連する既存のガイドラインを統合・アップデートし、「AI事業者ガイドライン（第1.0版）」を取りまとめ、AI開発者、AI提供者、AI利用者
が取り組むべき事項（プライバシー保護含む）を示すとともに、関係事業者等への周知を図っている。加えて、AIの動向を踏まえガイドラインの
随時更新を行っている（2025年3月に「第1.1版」として更新・公表を実施。）。

（個人情報保護委員会）
・2025年６月にカナダ・オタワで開催された第５回Ｇ７データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル会合に出席し、コミュニケ『デジタル時代に
おけるプライバシーの提言：信頼される明日のための今日における共同行動』を採択し、また、同ラウンドテーブル会合の先端技術作業部会に
おいて、ＡＩに関して、各国のアプローチについての知識共有、能力開発及び新たな課題の検討を議論の優先事項として提示した。
・さらに、同年12月にオンラインで開催された同ラウンドテーブルフォローアップ会合においてＧ７データ保護・プライバシー機関行動計画2026を
採択し、AIエージェント等の、更なる協力を必要とする可能性のある新技術や、先端技術を理解するため、将来予測的な手法を採用するべきで
あるといった考えを世界に発信した。
・その他、世界プライバシー会議（GPA）をはじめとする国際枠組みにおいて、AIの適切な利用の確保に向けた議論に参加している。

（注）GPAI：人間中心の考え方に立ち、「責任あるＡＩ」の開発・利用を実現するために設立された、民主主義、人権、包摂、多様性、イノベーショ
ンなどの価値観を共有する政府・国際機関・産業界・有識者等からなる官民多国間組織。

10



オ．法の下の平等（障害者、女性、性的指向・性自認等）

(ア)  ユニバーサルデザイン・心のバリアフリーの推進

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

3

23
【観光庁、国土
交通省】

・バリアフリー法に基づく基本方針における新
たな整備目標（「心のバリアフリー」の用語の
認知度など）の達成状況

・「心のバリアフリー」の用語の認知度　約24％
・令和2年バリアフリー法改正を受けて創設した、ソフト面のバリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組んでいる観光施設を対象とした「観
光施設における心のバリアフリー認定制度」について、令和8年3月までに3623施設を認定。(観光分野)

3

24 【法務省】 ・人権教室参加者数
・法務省の人権擁護機関では、車椅子やパラスポーツ体験、パラリンピアンによる講話と組み合わせた人権教室などの人権啓発活動に取り組
んでいる（令和6年度人権教室参加者数：985,983【P：令和７年度の数値が確定し次第更新予定】人の内数）。

3

(イ)  障害者雇用の促進

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

3

8

26 【厚生労働省】
・障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮
の提供に関するハローワークへの相談件数

・障害者雇用促進法に基づく障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務等を通じて実施した。
（ハローワークへの相談件数）
2024年度：438件

3

・障害者の実雇用率は年々上昇しており、2025年の実雇用率は2.41％、雇用障害者数は約70.5万人と過去最高を更新している。
（障害者の実雇用率）
2021年：2.20％
2022年：2.25％
2023年：2.33％
2024年：2.41％
2025年：2.41％

・令和元年改正の障害者雇用促進法は全面施行され、国、地方公共団体においては、国が定める作成指針に即して計画が作成・公表されてい
るほか、障害者雇用に関する取組が優良な中小事業主に対する認定制度の認定事業主は582事業主（令和7年12月末確定値）と着実に増加し
ているなど、障害者の活躍の場の拡大が図られている。
・また、令和4年12月に、雇用の質の向上の推進や多様な就労ニーズに対する支援等を内容とする、改正障害者雇用促進法が成立し、労働時
間が短い重度の障害者や精神障害者の実雇用率への算定等が令和6年4月に施行された。引き続き、改正障害者雇用促進法の円滑な実施に
取り組む。
・令和6年12月から開催された「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」において、障害者雇用率制度の在り方や雇用の質の向
上などについて議論し、令和8年2月に報告書をとりまとめ、公表した。今後、研究会報告書で示した検討の方向性・意見等を踏まえ、今後、労
働政策審議会障害者雇用分科会において、制度設計の具体化に向けた議論を深めていく予定。

・有職者における障害者差別解消法の周知度
を50％とする。

・2025年度時点で33.2%
・障害者差別解消法の趣旨等の周知啓発を引き続き実施。
　事業者向けには、説明会の開催や各種業界団体での講演での説明、ポータルサイトを通じた合理的配慮の提供・環境の整備等に関する取
組事例の横展開などを実施。さらに、事業者等に同法にかかる取組状況調査を実施し、合理的配慮等に関する好事例をHPにて公表。【P】
　一般向けには、同法に関するリーフレットをHPに掲載し、地方公共団体を通じた配布を引き続き実施。政府の行動計画に沿って開催した「とも
ともフェスタ2025」の広報のため啓発動画を作成し、2025年度時点で約1000万回再生。
　行政機関向けには、内閣府において、障害者差別解消のための公務員向け研修教材を新たに作成し全府省庁の幹部職員向けの研修を実
施。また、地方公共団体の障害福祉を担当する職員向けの研修会を引き続き開催。また、法務省における「令和7年度人権に関する国家公務
員等研修会」や地方公共団体等の人権啓発行政に携わる職員向けの「令和7年度人権啓発指導者養成研修会」でも「障害のある人と人権」等
をテーマとし、同法の趣旨を含めた講義等を実施。

・障害者の実雇用率

22
●障害者差別解消法に基づき、各種
広報・啓発活動の推進などの取組を
進めていく。

【内閣府】

今後行っていく具体的な措置

●交通・観光・流通・外食業界等にお
ける全国共通の接遇マニュアル等の
策定・普及、研修の実施等を通じた
全国における心のバリアフリーの展
開を推進していく。

●障害の有無に関わらず誰もが相
互に人格と個性を尊重し支え合う共
生社会を実現するため、各種人権啓
発活動を実施していく。

今後行っていく具体的な措置

【厚生労働省】

●令和元年の改正障害者雇用促進
法において導入した、公務部門に対
する措置として、国及び地方公共団
体の機関の任命権者による障害者
活躍推進計画の作成・公表義務等、
また、民間の事業主に対する措置と
して、障害者雇用に関する取組が優
良な中小事業主に対する認定制度
及び週所定労働時間が一定の範囲
内の短時間労働者を雇用する事業
主に対する特例給付金制度の創設
等を通し、障害者の活躍の場の拡大
等の取組を推進していく。

25

●障害者雇用においては、複合的な
人権侵害を被りやすい当事者（例え
ば、障害のある女性）に配慮をしてい
く。



(ウ)  女性活躍の推進

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

27
【内閣府、外務
省、経済産業
省】

（外務省）内外の女性のエンパワーメントに関
するSNS等発信数

（経済産業省）女性をはじめ多様な人材の能力を最大限発揮させる「ダイバーシティ経営」の推進に向け、経営陣の考え方や具体的取組方法等
を示したレポート（令和７年４月公表）や「ダイバーシティ経営診断ツール」等の各種支援ツールの活用促進、企業事例の調査・普及等を通じ、企
業における取組を促進している。また、東京証券取引所と共同で女性活躍推進に優れた上場企業を「なでしこ銘柄」として選定し、「中長期の企
業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として紹介することを通じて、企業への投資を促進し、各社の女性活躍の取組の加速を促
している。2025年度は、26社を「なでしこ銘柄」として選定した。また、両立支援に積極的に取り組む企業を「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企
業」として23社選定した（2026年3月19日時点）。

（外務省） 国内、海外の女性のエンパワーメントに関するSNS等での発信を2025年4月～2026年3月までに241件行った。（リポストやシェア等も
含めた数をカウントしている。）

3

28
【内閣府、厚生
労働省】

（厚生労働省）男女の育児休業取得率

（厚生労働省）
育児休業取得率（2024年度）
女性：86.6％、男性：40.5％
・男性の育児休業取得率は年々上昇傾向にあるが、女性と比べると低い水準であることから、より一層取得を促進するため、2024年に男性の
育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大を含む育児・介護休業法の改正が行われ、2025年4月以降段階的に施行されている。円滑な施行
がなされるよう、引き続き周知・啓発を図っている。

3

（エ）性的指向・性自認に関する理解・受容の促進

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

3

(オ) 雇用の分野における平等な取扱い

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

30
【厚生労働省、
国土交通省】

・実施状況

（厚生労働省）職業安定法に則り、公共職業安定所を通じて求人の申込みを行っている事業所について、人種・民族等の事項を収集しようとし
ているなど、就職の機会均等が損なわれるおそれが生じた場合は、公共職業安定所がその是正について指導・啓発などを行っているところで
あり、今後も適切に措置を行っていく。
（国土交通省）船員職業安定法に則り、地方運輸局を通じて求人の申込みを行っている事業所について、人種・民族等の事項を収集しようとし
ているなど、就職の機会均等が損なわれるおそれが生じた場合は、地方運輸局等がその是正について指導・啓発などを行っているところであ
り、今後も適切に措置を行っていく。

4

・パワーハラスメントを防止するための対策に
取り組んでいる企業割合

90.0％（令和6年10月時点）
・令和4年4月から改正労働施策総合推進法が完全施行されたことを踏まえ、各企業において適切に措置が講じられるよう、周知啓発等に取り
組んでいる。

29

●相手の性的指向・性自認に関する
侮辱的な言動等を、職場におけるパ
ワーハラスメントに該当すると考えら
れる例として明記する等したパワー
ハラスメントの防止のための指針の
内容の周知啓発等により、改正労働
施策総合推進法の着実な施行を図
る。

【厚生労働省】

今後行っていく具体的な措置

●女性活躍を通じた経済成長の意
義を広く示し、ビジネス上の成果を共
有していく。

●男女双方がワーク・ライフ・バラン
スを実現するため、ケアワークの平
等な分担を推進する。

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

●職業紹介、職業指導等について
は、職業安定法において、「何人も、
人種、国籍、信条、性別、社会的身
分・・・等を理由として、職業紹介、職
業指導（船員職業安定法においては
部員職業補導）等について、差別的
取扱を受けることがない」旨規定して
おり、公共職業安定所（船員につい
ては地方運輸局）は、同機関を通じ
て求人の申込みを行っている事業所
に対し、人種・民族の差別なく就職の
機会均等を確保するための指導・啓
発を引き続き実施していく。



31 【厚生労働省】
・公正採用人権啓発推進員研修及び企業トッ
プクラス研修開催数

860回（2024年度）
（注）一定規模以上の事業所等の人事担当責任者等から選任頂いている「公正採用選考人権啓発推進員」に対する研修及び企業の幹部等トッ
プクラスに対する研修を都道府県労働局またはハローワークが実施している。

3

(カ) 公衆の使用を目的とする場所又はサービスにおける平等な取扱い

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

3

1

3

カ．外国人材の受入れ・共生
共生社会実現に向けた外国人材の受入れ環境整備の充実・推進

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

34

【内閣官房、内
閣府、警察庁、
金融庁、消費者
庁、公正取引委
員会、総務省、
法務省、外務
省、財務省、文
部科学省、厚生
労働省、農林水
産省、経済産業
省、国土交通
省】

・実施状況

（法務省）
・「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（以下「総合的対応策」という。）（令和6年度改訂）の各施策の進捗状況を確認した。
・令和8年1月には、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた、基本的な考え方や取組の方向性を示す「外国人の受入れ・秩序ある共生の
ための総合的対応策」（令和8年1月23日関係閣僚会議決定）を新たに取りまとめた。出入国在留管理庁においては、引き続き、「外国人との共
生社会の実現に向けたロードマップ」（令和7年度一部変更）及び総合的対応策に基づき、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた取組を
推進している。
・また、総合的対応策及びその進捗状況については、内閣官房及び出入国在留管理庁のホームページにより公表している。

（外務省）
JICAが連携するプラットフォーム「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム：JP-MIRAI」では、（2026年3月10日時点で参加会員数：908）
国内外の外国人材に対し、適切で透明性のある情報を提供すべくポータルアプリを通じて情報発信。多言語対応の相談・救済窓口事業では、
延べ5,005件（2022年5月～2026年2月末）の相談に対応した。

3

・実施状況
・旅館業法においては、特定の人種・民族であること、男性同士・女性同士であることのみを理由として宿泊を拒否することを認めておらず、引
き続き同法に則って着実に実施してまいりたい。

・国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・
旅館より提出される料金及び宿泊約款の設定
又は変更届出書における外客接遇上の不適
切事例の確認・指示状況

・国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館より提出される料金及び宿泊約款の設定又は変更届出書について、外客接遇上不適当であ
り、特に必要があると認めるときは変更指示を実施しており、2025年度において不適切事例は認められなかった。

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

●共生社会の実現に向けて、関係
者の声を聴きながら、「ビジネスと人
権」に資する関連施策も含め「外国
人材の受入れ・共生のための総合的
対応策（令和２年度改訂）」に盛り込
まれた生活の様々な場面に関する
施策について、引き続き着実に実
施・推進し、社会に発信していく。

●公正な採用選考に関する啓発活
動として、応募者に広く門戸を開き、
職務に対する適性・能力のみを採用
基準にすること等を記載した事業主
向け啓発パンフレットを作成し、ＨＰ
上に公表しているほか、ハローワー
ク等で開催される事業主向けの公正
採用選考に係る研修会にて説明す
る等の取組を引き続き実施していく。

32

●特定の人種・民族であること、男
性同士・女性同士であることのみを
理由として宿泊を拒否することを認
めていない「旅館業法（昭和２３年法
律第１３８号）」に則って引き続き着実
に実施していく。

【厚生労働省】

33

●宿泊料金、飲食料金その他の登
録ホテル・旅館において提供する
サービスについて、訪日外国人旅行
者又は訪日外国人旅行者とその他
顧客との間で不当な差別的取扱いを
禁止する国際観光ホテル整備法施
行規則（平成５年運輸省令第３号）を
着実に実施していく。

【観光庁】



（２）人権を保護する国家の義務に関する取組

ア．公共調達
苦情処理手続を含めた「ビジネスと人権」に関連し得る調達ルールの徹底　（障害者優先調達推進法に基づく取組、女性活躍推進法第２４条に基づく公共調達に関する取組、暴力団排除に関する取組）

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

35 【全府省庁】
（関係省庁等）
国及び地方公共団体等による障害者就労支
援施設等からの合計調達額及び調達件数

・各府省庁や地方公共団体等は、障害者優先調達推進法に基づき、毎年度、調達目標を含む調達方針を策定し、公表するとともに、当該調達
方針に基づき、物品等の調達を行い、年度終了後、調達実績を公表することとなっており、障害者就労支援施設等からの物品等の調達を推進
している。
　・調達件数の合計
　2024年度　153,184件　（2023年度145,888件）
　・調達額の合計
　2024年度　246.38億円　（2023年度235.18億円と比較し11.20億円の増額）
　・各府省庁の調達実績
　2024年度　14.97億円　（2022年度13.54億円と比較し1.43億円の増額）

6

37 【内閣府】 ・実施状況

・「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」（平成28年3月22日内閣府特命担当大臣（男女共同参画）決定）に
基づき、本取組についてより実効的な運用を図る観点から、国の機関における加点評価の実施状況や、ワーク・ライフ・バランス等推進企業の
入札参加及び受注の状況等についても調査・公表し、取組状況の「見える化」を行っている。また、当該取組の実施が努力義務となっている地
方公共団体に対しても国に準じた取組の推進が図られるよう働きかけを行っている。

6

38 【国土交通省】 ・実施状況
・公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等を踏まえ、適正な工期設定
や施工時期の平準化等による働き方改革について、様々な機会を通じて公共発注者や建設業団体へ周知徹底を図っている。

6

38-2 【全府省庁】 ・実施状況
（全府省庁）公共調達の入札説明書や契約書等において、「『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』を踏まえて
人権尊重に取り組むよう努める。」旨の記載を行っている。

6

6

（関係府省庁）
警察庁とそれぞれ、公共事業等からの暴力団排除の推進に関する合意書を取り交わし、入札参加者等から暴力団排除に係る誓約事項につい
て誓約させるとともに、全ての契約において暴力団排除に関する契約条項を定めるなどして、公共事業等からの暴力団排除の取組を着実に進
めている。

（警察庁）
全都道府県において、公共事業等を対象とした暴力団排除条項が整備されているほか、市区町村においても順次整備されており、警察では、
必要な情報提供を行うなど、国や地方自治体と連携し、公共事業等からの暴力団排除対策を推進している。
（【参考】地方自治体は、受注業者の指名基準や契約書に暴力団排除条項を盛り込むなどの取組を推進している。
（2025年末時点で暴力団排除条項を整備している市区町村数）
○　公共工事　　　　　　　　　 　：1,734
○　測量・建設コンサルタント  ：1,733
○　役務提供                     ：1,698
○　物品・資材調達             ：1,700
○　公有財産売払い            ：1,594

（関係府省庁）実施状況
（警察庁）
地方自治体における暴力団排除条項等の整
備件数

【追加施策（４年目）】

政府の実施する調達において、入札
する企業における人権尊重の確保を
促進する。

今後行っていく具体的な措置

●障害者優先調達推進法の着実な
実施を通じ、障害者就労施設で就労
する障害者、在宅就業障害者等の
自立の促進を引き続き図っていく。

●｢女性の活躍推進に向けた公共調
達及び補助金の活用に関する取組
指針｣（平成２８年３月２２日すべての
女性が輝く社会づくり本部決定）等に
基づき、国や独立行政法人等が価
格以外の要素を評価する調達（総合
評価落札方式・企画競争方式）を行
う際に、女性活躍推進法に基づく認
定等を取得したワーク・ライフ・バラン
ス等推進企業を引き続き加点評価し
ていく。

●公共工事の品質確保の促進に関
する法律、建設業法、公共工事の入
札及び契約の適正化の促進に関す
る法律及びこれらに基づく指針等の
趣旨の浸透に向けて、建設業の働き
方改革等を引き続き推進していく。

【全府省庁】

●「公共事業等からの暴力団排除の
取組について」（平成２１年１２月４日
付け暴力団取締り等総合対策ワー
キングチーム申合せ）等に基づき、
公共事業等からの暴力団排除の取
組を引き続き推進していく。

36



イ．開発協力・開発金融
開発協力・開発金融分野における環境社会配慮に係る取組の効果的な実施

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

39 【外務省】

・既存指標：JICAの業績評価の関連指標「環
境社会配慮ガイドラインに基づく環境レビュー
結果の公開数」

24件　（2025年度、2026年3月10日時点の数値)
・JICAは2022年1月に改正・公布した環境社会配慮ガイドラインに基づき環境社会配慮を実施している。

4

40 【財務省】
・JBICによる、「環境社会配慮確認のためのＪ
ＢＩＣガイドライン」に基づく環境レビュー結果の
公開数

23件（2025年4月～2026年3月の公開数）
・JBICは2022年5月に改正、同年7月に施行した「環境社会配慮の確認のためのJBICガイドライン」に基づき環境社会配慮を実施している。

4

41 【経済産業省】
・NEXIによる、「貿易保険における環境社会配
慮のためのガイドライン」に基づく環境レ
ビュー結果の公開数

5件（2025年4月～2026年3月の公開数）
・NEXIは、2022年6月に改正、同年7月に施行したガイドラインに基づき環境社会配慮を実施している。

4

42
【外務省、財務
省】

・実施状況

（財務省）JBICは、JBICが行う出融資等の対象となる各プロジェクトについて、人権の尊重を含む環境社会配慮の確認を「環境社会配慮の確認
のためのJBICガイドライン」に基づいて行ってきており、今後とも継続していく。また、2023年4月に公表した人権方針において、人権尊重の取組
に係る経営のコミットメントを改めて示している。

（外務省）JICAの有償及び無償資金協力事業において使用されているそれぞれの標準入札図書においては、人権尊重も含まれる当該国の労
働関連法令遵守を契約条項として明記するなど、引き続き取り組んでいる。

4

7

10

・WPS行動計画のⅣに関する実施案件数

2025年4月1日～2026年3月31日の間に、WPS行動計画の「人道・復興支援」の取組において「ビジネスと人権」の文脈に該当する案件を4件実
施している。案件は以下のとおり。

・起業とビジネス、リーダーシップ及びネットワークの強化を通じた女性の経済的エンパワメント促進プロジェクト（スリランカ）
・輸出志向型産業支援事業（ウクライナ・モルドバ）
・平和構築に資する包摂性を確保した農業農村開発事業強化プロジェクト（コロンビア）
・ラジャスタン州水資源セクター・生計向上事業（第二期）（インド）

43

●ジェンダーの視点からは、「女性・
平和・安全保障に関する行動計画」
において、特に開発協力分野も含め
た「Ⅳ人道・復興支援」の取組が「ビ
ジネスと人権」の文脈に該当する。
我が国の支援の実施においてＪＩＣＡ
事業や国連機関等の事業で企業と
連携をする場合に、引き続き、ジェン
ダーの視点を盛り込んでいく。

●調達要件、審査や選定、契約条件
等、調達における一連の流れにおい
て、引き続き、人権尊重への取組を
推進していく。

【外務省】

今後行っていく具体的な措置

●ＮＥＸＩでは、２０１５年の「貿易保険
における環境社会配慮のためのガイ
ドライン」改訂に際しては、検討すべ
き環境社会配慮の範囲に人権の尊
重を含むことを明確化したことを踏ま
え、引き続きガイドラインに基づき適
切な環境社会配慮確認に努め、必
要がある場合にはガイドラインの見
直しを行っていく。

●JBICでは、「環境社会配慮確認の
ためのＪＢＩＣガイドライン」を、環境社
会配慮全般及び人権に関する国際
的な枠組みの中での議論、並びに公
的輸出信用政策と環境保護政策と
の一貫性を求める「公的輸出信用と
環境社会デュー・ディリジェンスに関
するコモンアプローチ」等のＯＥＣＤで
の議論等を踏まえて策定した。上記
ＪＢＩＣガイドラインの見直しは、上記
議論等の進展を勘案しつつ、我が国
政府、開発途上国政府等、我が国の
法人等、専門家、ＮＧＯ 等の意見を
聞きながら、透明性を確保して行っ
ていく。

●JICAでは、「環境社会配慮ガイドラ
イン」を定め、相手国等の法令や基
準等を遵守するのみならず、世界銀
行のセーフガードポリシー等と大きな
乖離がないことを確認し、協力事業
の実施に当たり国際的に確立した人
権基準の尊重及び環境社会配慮を
継続していく。特に、協力事業に対し
社会的に適切な方法で合意が得ら
れるよう、情報を公開した上で地域
住民等のステークホルダーとの十分
な協議を行い、また、その際は社会
的弱者について適切な配慮がなされ
るよう引き続き留意する。



ウ．国際場裡における「ビジネスと人権」の推進・拡大

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

2

45 【外務省】 ・実施状況
・第3回民主主義の強靱性に関する日米戦略対話において、サプライチェーンにおける人権を含む、日米間での人権分野における継続的な連
携を確認した。

9

46
【外務省、財務
省、経済産業
省】

（外務省、経済産業省）
・OECD関連では、RBC作業部会での議論に
引き続き貢献する。

(外務省、経済産業省）該当期間中の全てのRBC作業部会（計2回）及びNCPネットワーク会合（年２回）に参加し、積極的に議論に貢献。
RBCに関するOECD事務局の出版物の作成過程で、日本の政策・制度・NCPの活動が正確かつ適切にインプットする他、OECD・RBC促進のた
めの政府の役割に関する勧告の和訳作成において、事務局に助言を行うなど、RBCに関するOECD事務局の活動に貢献した。

(財務省）国際機関等における経済活動と社会課題に関する議論に貢献。

10

47

【外務省、財務
省、農林水産
省、経済産業
省】

・実施状況 ・幅広い層の人々が恩恵を受けるEPA及び投資協定締結と着実な実施に向けて努力を継続。 9

48 【外務省】 ・共同対話の開催回数
・2026年3月までに7回の会合を実施（なお、第7回会合を2026年3月4日に実施。）。会合終了後、共同サマリーを作成し、外務省ホームページ上
で公表している。

9

エ．人権教育・啓発
(ア)  公務員に対する「ビジネスと人権」に関する周知・研修

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

49 【全府省庁】
・講義・研修等で「ビジネスと人権」について取
り上げた回数・参加人数
・実施状況

（内閣府）新たに採用された内閣府職員に対する研修において、ビジネスと人権を取り上げて行動計画を周知した。

(警察庁）2025年度、新たに採用された警察職員（対象者約9,000人【P】）を対象とした警察学校における研修において、ビジネスと人権を含む人
権に関する研修を実施した。

（外務省）新入省員等、職員への研修において、ビジネスと人権分野の取組について説明した。（対象者約69人）

（財務省）本省職員を対象として、人権研修（延べ1,648人が参加）を開催し、ビジネスと人権について周知を行った。

（厚生労働省）
令和７年12月に職員を対象としてビジネスと人権に特化した研修を新たに実施し、本省及び36箇所の都道府県労働局、労働基準監督署、公共
職業安定所の職員が参加した。

（防衛省）全国各地に所在する自衛隊の契約機関向けの教育において、ビジネスと人権に係る政府の取組を周知した。（計12回開催し、延べ約
6,700人が参加）

（文部科学省）令和7年5月に実施した公共調達担当者向けの研修において、ビジネスと人権に関連しうる調達ルールの徹底について注意喚起
を行った。今後も引き続き同様の取組を実施していく。

（農林水産省）令和7年9月に「ビジネスと人権」に係る職員研修（「農林水産業・食品産業と「ビジネスと人権」に係る講義）を実施し、133名が受
講。後日講義内容の動画を省内研修サイトに掲載し約254回（2026年3月時点）の視聴があった。

8

50 【法務省】 ・研修参加者人数
・法務省の人権擁護機関では、地方公共団体等の人権擁護行政に携わる職員を対象として、ビジネスと人権を講義科目に含む人権啓発指導
者養成研修会を実施しており、令和7年度は842人が同研修会に参加した。今後も引き続き同様の取組を実施していく。

8

・実施状況
第59回人権理事会での、「ビジネスと人権」作業部会とのインタラクティブ・ダイアローグにおいてステートメントを実施し、AIの使用と責任ある開
発においてリーダーシップを取っていく旨及びビジネスと人権に関する国際社会の取組が一層進展するよう引き続き貢献していく旨発信した。

今後行っていく具体的な措置

●諸外国との人権対話を通じた「ビ
ジネスと人権」に係る取組の推進

●OECD、世界銀行等の国際機関等
のフォーラムにおける経済活動と社
会課題の関係に関する議論に対す
る引き続きの貢献

44

●公務員を対象とする人権に関する
研修会等において、「ビジネスと人
権」を含む各種人権課題に関して周
知していく。

●人権理事会等の国連人権メカニズ
ムにおける議論を通じた国際社会に
おける「指導原則」の履行促進への
努力

【外務省】

●日EU・EPAに基づく、市民社会との
共同対話を今後も定期的に実施（２
０２０年１月に第１回会合を開催）

今後行っていく具体的な措置

●関係府省庁において実施する職
員向け講義にて、「ビジネスと人権」
の分野の取扱いを検討していく。

●産業界のみならず、労働者等の幅
広い層の人々が恩恵を受ける経済
連携協定及び投資協定の締結への
継続的な努力



(イ)  「人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき、人権教育・啓発を実施

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

51
【法務省、文部
科学省、関係府
省庁】

（法務省）・Myじんけん宣言の宣言者数
・実施状況

（法務省）法務省の人権擁護機関においては、人権啓発活動として、シンポジウムの開催、啓発資料の作成・公表等、各種の取組を実施してい
る。また、令和3年7月からは、「Myじんけん宣言」キャンペーンにより、企業・団体、個人が人権を尊重する行動をとることを宣言することにより、
誰もが人権を尊重し合う社会の実現を目指す取組も開始しており、令和8年3月10日時点で企業・団体の宣言者数は1,434、個人の宣言者数は
2,942となっている。

(文部科学省）学校教育及び社会教育を通じて、人権尊重の意識を高める教育の推進に努めている。学校教育については、学校、家庭、地域
社会が一体となった総合的な取組や、学校における人権教育の指導方法の改善充実について実践的な研究を委嘱するとともに、当該研究の
成果をはじめとする人権教育の充実に資する事例及び資料等を収集・集約・発信するためのウェブサイト「人権教育アーカイブ」の整備を行う
「人権教育研究推進事業」、学校における人権教育の在り方等について調査研究を行う「学校における人権教育の在り方等に関する調査研
究」に取り組むとともに、各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象とした「人権教育担当指導主事連絡協議会」や、独立行政法人教
職員支援機構が主催する「人権教育推進研修」を実施するなどして、教育委員会・学校における人権教育の取組の改善・充実を支援している。
社会教育については、社会教育主事の養成講習において、人権問題などの現代的課題を取り上げ、指導者の育成及び資質の向上を図ってお
り、公民館等の社会教育施設を中心に学級・講座が開設され、各地域の実情に即した人権教育が推進されるよう促している。

3

52 【法務省】
・大人の人権教室参加者数
・人権教育啓発推進センターの利用実績（図
書、DVD等の貸出数）

・全国の法務局・地方法務局では、企業等からの要望に応じて、人権擁護委員や法務局職員を人権研修の講師として派遣している（令和6年度
社会人・企業向け人権教室参加人数57,273【P：令和７年度の数値が確定し次第更新予定】人）。
・また、企業が自ら実施する人権研修で活用できる啓発冊子・啓発動画・研修資料を作成し、インターネット上で公開・配信するなどしている。

3

(ウ)  民間企業と連携・協力した人権啓発活動の更なる実施等

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

53 【法務省】 ・シンポジウム参加者数
・令和7年度は複数のテーマのシンポジウムを人権教育啓発推進センターに委託して開催し、計1,230人が参加した。今後も引き続き同様の取
組を実施していく。

3

(エ)  中小企業向けの人権・啓発セミナーの継続

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

54 【経済産業省】 セミナー等の参加者数 人権啓発支援を図るため、中小企業等を対象として、2025年度は全国で70回セミナーを実施し、7,776人が参加・視聴した。 3

(オ) 人権の尊重を含む社会的課題に取り組む企業を表彰

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

55
【消費者庁、法
務省、関係府省
庁】

・実施状況

（消費者庁）
・消費者志向経営に関する優れた取組を行う事業者を表彰し、その推進を図ることを目的として、2018年度から「消費者志向経営優良事例表
彰」を実施している。

（法務省）
・人権擁護委員の活動等を通じて、関わりのある企業・法人等の団体及び個人の中から、人権擁護上顕著な功績があったと認められた方に対
し、法務大臣又は全国人権擁護委員連合会会長が表彰を行っている。

3

●企業向け人権研修への講師派遣
や人権啓発冊子・ビデオの配布・貸
出し等の人権啓発活動を実施してい
く。

●企業が、社会的課題に取り組む責
任を有するとともに貢献可能である
ことを広く社会が認知することが重要
という観点から、人権の尊重を含む
社会的課題に取り組む企業を表彰
する。

今後行っていく具体的な措置

●人権教育啓発推進センターの活
用や民間企業と連携・協力した人権
教室等の人権啓発活動の更なる実
施を推進していく。

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

●「ビジネスと人権」における各種人
権課題を認識しつつ、「人権教育・啓
発に関する基本計画」に基づく人権
教育・啓発活動を引き続き実施して
いく。

●「人権啓発支援事業」として、企業
に対する人権教育・啓発セミナーを、
中小企業等を対象に引き続き実施し
ていく。



（カ）教育機関等関連機関に対する、行動計画等の周知

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

56  【文部科学省】 ・教育機関等関連機関に対する周知状況

・2025年6月4日～6日開催の「人権教育推進研修」や、2025年10月10日開催の「人権教育担当指導主事連絡協議会」等の会議等の場において
周知。
・社会教育については、社会教育主事の養成講習において、人権問題などの現代的課題を取り上げ、指導者の育成及び資質の向上を図って
おり、公民館等の社会教育施設を中心に学級・講座が開設され、各地域の実情に即した人権教育が推進されるよう促している。

8

(キ) 行動計画の周知や「ビジネスと人権」に関する啓発における国際機関との協力

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

57
【外務省、厚生
労働省、経済産
業省】

（外務省、厚生労働省、経済産業省）
・実施状況
・OECD関連では、RBC作業部会の議論にお
ける周知、OECD主催イベントを通じた周知・
普及啓発状況

（外務省）
・国連開発計画（UNDP)への拠出を通じ、2025年度案件として、ビジネスと人権・人権デュー・ディリジェンスに関する研修を12回実施（参加企業
数528、参加者数858人）。また、4か国（インドネシア、カンボジア、ブラジル、ベトナム）政府に対する「ビジネスと人権」に関する行動計画の策定
支援や知見の共有等を行い、当該国の国連ビジネスと人権に関する指導原則（UNGPs）の実施を促進。

（外務省、厚生労働省、経済産業省）
・RBCに関するOECD事務局の出版物の作成過程で、日本の政策・制度・NCPの活動が正確かつ適切にインプットする他、「責任ある企業行動
の促進のための政府の役割に関する勧告」の和訳作成において、事務局に助言を行うなど、RBCに関するOECD事務局の活動に貢献した。
・2026年2月、OECD事務局と共催で「責任ある企業行動の促進のための政府の役割に関する勧告」に関するラウンドテーブルを開催した（参加
者32名）。本勧告は、2022年12月12日にOECD理事会において採択され、翌2023年2月に公表されたものであり、責任ある企業行動（RBC）の推
進において政府が果たすべき具体的な役割を明確化した文書であり、OECD事務局との協力を通じて、本行動計画等の周知・普及啓発を進
め、社会全体としての人権に関する理解促進及び意識向上に寄与した。

10

今後行っていく具体的な措置

●人権尊重の意識を高める教育に
ついて、学校教育においては、持続
可能な社会の創り手の育成も目指し
ている新学習指導要領の趣旨も踏ま
えつつ、地域の実情や発達段階に応
じながら学校教育活動全体を通じ
て、また、社会教育においては、地
域の実情に応じ、地域の学習の拠点
である公民館等の社会教育施設に
おいて、それぞれ行われており、引
き続きそれらの取組を推進する。

今後行っていく具体的な措置

●国際機関と協力しつつ､本行動計
画等の周知・普及啓発を実施してい
くことにより、社会全体としての人権
に関する理解促進・意識向上を図っ
ていく。



（３）人権を尊重する企業の責任を促すための政府による取組
ア．国内外のサプライチェーンにおける取組及び「指導原則」に基づく人権デュー・ディリジェンスの促進
(ア)  業界団体等を通じた、企業に対する行動計画の周知、人権デュー・ディリジェンスに関する啓発

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

3・実施状況

（内閣府NPO）
・NPO 法人を所轄する 67 所轄庁（都道府県・政令市）へのメール等を通じて、NPO 法人への周知を実施した。
（内閣府公益）
一般の方を始め、公益法人約10,000法人が閲覧できるよう、当室のホームページ（公益information）に「責任あるサプライチェーン等における人
権尊重のためのガイドライン」を掲載しつつ、人権尊重の周知を継続的に実施。

（外務省）
・国連開発計画（UNDP）との共催イベントとして、「人権のためのビジネスケース：政策、デュー・ディリジェンス、情報開示を通じた新たな貿易時
代の構築」をハイブリッド形式で実施（参加者約340名）。外務省から開会挨拶及び「ビジネスと人権」行動計画（改定版）に関するプレゼンテー
ションを行ったほか、持続可能で強靭なグローバル・バリューチェーンを構築する上での責任ある企業活動の重要性について、有識者による有
意義な意見交換が行われた。
・国内外でビジネスと人権セミナーを実施し、日本企業や日本企業進出国の取引先企業向けに人権デュー・ディリジェンスの実施に関する情報
提供、日本NCPの取組や先進企業の取組を紹介した（札幌、京都、インドネシア、フィリピンにて計4回実施、参加者計82名）。
・JICAは、国際労働機関（ILO）と連携し、労働者の人権保護の観点から、手数料問題解決等を目指す公正で倫理的なリクルートイニシアティブ
（FERI）の制度設計を行った。JICAが連携する、企業が参加可能な国内の外国人労働者の課題解決に向けたマルチステークホルダー型プラッ
トフォーム（責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム：JP-MIRAI）による運用を開始するとともに、国内外のイベントでの情報発信に取り組
んだ。
・JICAが2020年に事務局となり設立した「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」（正会員80以上、準会員140以上）は持
続可能なカカオ産業の実現を目標に、カカオ産業のサプライチェーンにおける人権デュー・ディリジェンスを推進すべく、多様な関係者が共創・
協働するための「場」として機能している。また、2023年度以降は毎年「児童労働撤廃に向けたセクター別アクションプラン」（2022年作成・発表）
に基づくチョコレート・カカオ関連企業・団体の取組の進捗を取りまとめたレポートを発表している他、2025年は大阪・関西万博におけるサイドイ
ベントの開催、児童労働反対世界デーに合わせた記者勉強会の開催を含むセミナー・イベントの開催等、積極的な情報発信に取り組んだ。
ガーナで本プラットフォーム会員と連携して実施している「児童労働フリーゾーンを通じた子どもの保護主流化プロジェクト」において、2026年2月
にガーナで初めての児童労働フリーゾーンの認定がなされた。

（経済産業省）
・「ビジネスと人権」に関して、人権尊重を経営に組み込む視点について解説するセミナーを実施するとともに、中小企業庁と連携し中小企業向
けのセミナーを3回開催し、産業界への周知・啓発を行った。（参加者計1,082名）
・2025年12月から2026年3月にかけて、日本企業の海外取引先を含む東南アジアの経営層・管理職及び業界団体関係者（計65名）を対象に、
日本及びベトナムで責任ある企業行動の推進研修を実施した。併せて、日本政府ガイドライン・ダイジェスト版や経産省の実務参照資料を泰・
越語に翻訳し、日本のRBCツールの活用を通じて、人権デュー・ディリジェンスの啓発促進に取り組んだ。
・ジェトロ及びアジア経済研究所では、ビジネスと人権に関するセミナーや講演を通じ、人権デュー・ディリジェンス等に関する啓発を実施。さら
に、人権方針の策定や人権デュー・ディリジェンスの導入に課題を抱える 中小企業を対象として伴走型支援ワークショップを行った。また、東南
アジアで人権デュー・ディリジェンスを実施する際に見落とされがちなポイントを整理し、企業の取組推進を後押しした。加えて、「サプライチェー
ンと人権」特設ウェブサイトにて、各国法規制や法制化を受けた企業への適用・対応事例など情報提供を継続して行うとともに、企業の人権尊
重の取組等に関する相談窓口を通じて企業からの相談に応じた。
・日本の繊維産業全体の社会・人権面の対応強化による競争力向上を図るべく、日本の繊維産業の実態を踏まえた監査要求事項・評価基準
「Japanese Audit Standard for Textile Industry（JASTI）」を2025年3月に策定。2026年3月時点で、500を超える事業所が監査を受けた。
・電子電機産業のサプライチェーンにおける企業間連携の取組や、「ビジネスと人権」社会保険労務士の育成・強化について、情報発信や実践
機会の提供等の連携・支援を通じて、中小企業における責任ある企業行動を後押しした。

(農林水産省)
・2025年10月、のべ5万人が来場した10月のFood展において、食品企業へ「食品企業向け人権尊重の取組のための手引き」の内容を紹介。
・申込のあった食品業界団体に「ビジネスと人権」に係るセミナーの講師を派遣している。
・企業による適切な対応をさらに推進するため、取組の工夫やステップを示した事例集を作成した。

（環境省）
・ 二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism: JCM）の活用を前提として、途上国等において優れた脱炭素技術等を活用して温室効果ガ
スの排出削減事業を行う「JCM設備補助事業」では、「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020-2025）」や「責任あるサプライチェーン等におけ
る人権尊重のためのガイドライン」の遵守を採択審査基準に入れている。

（法務省）
・法務省の人権擁護機関において、公益財団法人人権教育啓発推進センターを通じ、グローバルコンパクトに加盟している企業・団体や、日本
経済団体連合会及び日本商工会議所の会員企業等に対して、企業向け人権セミナーの周知を行っている。
・日本司法支援センター（法テラス）に対し、行動計画の周知を図っている。【メール周知／対象団体数：１団体】

（厚生労働省）
・国際労働基準に関する導入的な啓発資料として作成した「労働におけるビジネスと人権チェックブック」の英訳版を作成し、ウェブサイトへの掲
載、ビジネスと人権セミナーの開催により周知を行った。

58

●業界団体等を通じた、企業等への
本行動計画の周知・サプライチェー
ンにおけるものを含む人権デュー・
ディリジェンスに関する啓発を実施し
ていくことにより、責任ある企業行動
の促進を図っていく。

【全府省庁】

今後行っていく具体的な措置



(イ)  「ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針」の周知の継続

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

2

(ウ)  「ＩＬＯ宣言」及び「ＩＬＯ多国籍企業宣言」の周知

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

2

(エ)  在外公館や政府関係機関の現地事務所等における海外進出日本企業に対する、行動計画の周知や人権デュー・ディリジェンスに関する啓発

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

61
【外務省､財務
省､経済産業
省】

（外務省）在外公館や政府関係機関の現地事
務所等における関連セミナーや周知活動の件
数

（外務省）
・在外公館を通じて、現地で活動する日本企業の照会対応を実施している。

（経済産業省）
ジェトロでは、海外進出日系企業等の人権デュー・ディリジェンス実施等に関するアンケート調査を行い、ウェブサイトで公表し、海外の法規制
に対応する上での企業の人権尊重の取組の重要性を意識付けた。

3

(オ) 「価値協創ガイダンス」の普及

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

62 【経済産業省】 実施状況

「価値協創ガイダンス」について、昨今の長期経営の重要性の認識の広がりや、サステナビリティに対する意識の高まりを踏まえ、SX（サステナ
ビリティ・トランスフォーメーション）の意義をさらに明確化する観点から「価値協創ガイダンス2.0」へ改訂。引き続き、「価値協創ガイダンス」の普
及に努めている。
また、「価値協創ガイダンス」を活用し、企業価値を向上させている企業を選定するため、「SX銘柄」を創設。2025年には「SX銘柄2025」を選定・
公表した。

3

(カ) 女性活躍推進法の着実な実施

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

3

・実施状況 ・厚生労働省のＨＰにおいて、ILO駐日事務所の関連ページのリンクを掲載し、ILO宣言及びILO多国籍企業宣言の周知を行っている。

①大企業（301人以上）の女性活躍推進行動
計画策定率
②中小企業（101人以上300人以）の女性活躍
推進行動計画策定率

①96.6％（2025年9月末時点）
②96.8％（2025年9月末時点）
・2025年６月、女性活躍推進法の改正を行い、男女間賃金差異の公表義務の対象を、常用労働者数301人以上の企業から101人以上の企業ま
で拡大するとともに、男女間賃金差異の主な要因となっている女性管理職比率についても、従業員数101人以上の企業に公表を義務づけること
とした。

（外務省、厚生労働省、経済産業省）
セミナー等のイベントを通じたOECD責任ある
企業行動に関する多国籍企業行動指針の周
知広報件数、同イベントへの参加人数

(外務省、厚生労働省、経済産業省）
前年を大幅に上回る規模での「ＯＥＣＤ責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」周知広報活動を実施した。
（内容は、以下のとおり。）
・OECD東南アジアワークショップ（フィリピン（6月25日）、ベトナム（6月27日））
・JICA「ビジネスと人権」研修（12月9日）
・一般財団法人太陽光発電協会(JPEA)CSRセミナー（12月12日）
・外務省・OECD共催「責任ある企業行動の促進のための政府の役割に関する勧告」ラウンドテーブル（2月26日）（32名）
・外務省主催セミナー「ビジネスと人権」（計82名）
（北海道（1月22日）、京都（1月23日）、インドネシア（2月9日）、フィリピン（2月27日）

・また第24回NCP委員会においてOECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針に関する情報を紹介。（2025年7月）
・更に、外務省ホームページ「OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針と日本NCP」の構成・内容を刷新するとともに、指針及び
日本NCPの役割を簡潔に紹介するリーフレットの作成にも取り組んだ。

【外務省、厚生
労働省、経済産
業省】

●企業の責任ある行動を促進するた
め、関係機関と協力しつつ、「ＯＥＣＤ
責任ある企業行動に関する多国籍
企業行動指針」の周知を継続する。

59

今後行っていく具体的な措置

●投資家と企業経営者のＥＳＧ/非
財務情報に関する対話・開示の手引
きであり、企業の自主的・自発的な
取組の「指針」として活用できる「価
値協創ガイダンス」の普及に引き続
き努める。

今後行っていく具体的な措置

【厚生労働省】

●２０１９年通常国会で可決・成立し
た改正法では、行動計画の策定及
び情報公表の義務対象を常時雇用
する労働者１０１人以上の事業主ま
で拡大し、３０１人以上の事業主に対
しては情報公表の強化を行った。（２
０２０年６月１日施行。対象拡大は２
０２２年４月１日施行。）今後、改正法
の円滑な施行に向けて、改正内容の
周知徹底や中小企業に対する行動
計画の策定支援等を行っていく。

63

【厚生労働省】
●関係府省庁等のウェブサイト等に
おいて、関係機関と協力しつつ、周
知を継続する。

60

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

●現地関係機関・団体等との協力も
視野に、在外公館において、行動計
画の周知や人権デュー・ディリジェン
スの啓発を図っていく。その際、女性
や子どもを始めとする社会的弱者を
含むサプライチェーンにおける労働
者の人権保護の課題に十分留意す
る。

今後行っていく具体的な措置



(キ) 環境報告ガイドラインに即した情報開示の促進

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

64 【環境省】 ・普及等の取組状況（例：セミナー開催など）
2024年度に開催した「日本企業による環境デュー・ディリジェンス対応促進に向けた懇談会」の議論の結果を取りまとめ2025年４月に公表。その
結果も踏まえ、「環境デュー・ディリジェンス推進支援事業」において事業会社のバリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンスの取組を
支援し、環境デュー・ディリジェンスの一層の普及・促進を図った。

3

(ク) 海外における国際機関の活動への支援

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

65
【厚生労働省、
関係府省庁】

（厚生労働省）
・各種セミナーや職業訓練等への参加者数

（厚生労働省）我が国からの拠出を通じてILOが実施しているプロジェクトにおける各種セミナーや職業訓練等への参加者数について、直近の
2024年度の実績をみると、目標人数19,298人に対して、実績人数45,753人（達成率237.1％）と目標を達成しており、こうしたプロジェクトの着実
な実施により、サプライチェーン末端の労働者のディーセント・ワークの促進等に貢献している。

10

66
【外務省、経済
産業省、関係府
省庁】

（外務省）
・各種セミナーやガイダンス等への参加企業
数等

（経済産業省）
・各種セミナー等への参加企業数・好事例集
の作成

（外務省）
・国連開発計画（UNDP）への拠出を通じ、2025年度は12回の人権デュー・ディリジェンスの研修（参加企業数528、参加者数858人）及び3回の個
別セッション、6回の関連セミナーを実施。
・OECDと連携し、東南アジアワークショップ（フィリピン：6月25日、ベトナム：6月27日）の開催を支援し、人権デュー・ディリジェンスの浸透、投資
政策・審査制度の実務的改善に資する政策対話・知見共有を実施した。

（経済産業省）
・2025年9月、ILOと共催で大阪・関西万博「平和と人権ウィーク」関連イベントを開催（ハイブリッドで約200名が参加）。先進企業のビジネスリー
ダーから、RBCを実践するための戦略や取組事例が紹介され、企業間の学び合いや対話を促進する契機となった。
・経済協力開発機構（OECD）への拠出を通じ、企業の予見可能性向上に向けた各国のデュー・ディリジェンス政策にかかる国際協力・連携の在
り方に関する議論を喚起した。

10

イ．中小企業における「ビジネスと人権」への取組に対する支援
(ア)  「ビジネスと人権」に関するポータルサイト構築を通じた中小企業への情報提供

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

67 【外務省】 ・ポータルサイトの構築、内容整備、閲覧数
・外務省ウェブサイト上でビジネスと人権に関する情報ポータルサイトを運営。ビジネスと人権に関する情報の発信に努めた。【P】回閲覧（2025
年4月～2026年3月）。

3

(イ)  経済団体・市民社会等と協力して、中小企業を対象としたセミナーを実施

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

68 【経済産業省】 ・セミナー等の参加者数
・人権啓発支援を図るため、中小企業等を対象として、2025年度は全国で70回セミナーを実施し、7,776人が参加・視聴した（ただし、すべてのセ
ミナーが人権デュー・ディリジェンスを扱ったものではない。）。

3

(ウ)  取引条件・取引慣行改善に係る施策

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

3

・受注企業向け調査において「不合理な原価
低減要請を受けていない」と回答する割合。

・労務費や原材料費等のコスト上昇分を適切に価格転嫁できる環境を整備するため、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と定め、価格交渉、
価格転嫁を促進。また、「月間」の結果を踏まえ、発注者ごとに価格交渉・転嫁等の状況をまとめたリストの公表や、状況の芳しくない委託事業
者に対する指導・助言、勧奨を実施するなど、実効性を高めた。

●「人権啓発支援事業」として、企業
に対する人権教育・啓発セミナーを、
中小企業等を対象に引き続き実施
し、人権デュー・ディリジェンスについ
ても理解を高めていく。

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

●令和２年８月に発行した環境
デュー・ディリジェンスに関する手引
書の普及等を通じて、環境デュー・
ディリジェンスの理解、情報開示の
促進に努める。

今後行っていく具体的な措置

●ILOへの拠出を通じ、サプライ
チェーン末端の労働者のディーセン
ト・ワークの促進等の取組及び好事
例の普及を引き続き支援する。

今後行っていく具体的な措置

●「ビジネスと人権」に関する情報を
一元化したポータルサイトを整備し、
中小企業に対し、「ビジネスと人権」
に関する取組を促していく。

●本来、親事業者が負担すべき費
用等を下請事業者に押しつけること
がないよう、取引条件・取引慣行改
善に引き続き取り組む。

69

今後行っていく具体的な措置

【経済産業省】

【追加施策（４年目）】

●その他国際機関への拠出等を通
じ、企業の人権デュー・ディリジェン
ス導入促進支援を行う。



（４）救済へのアクセスに関する取組
司法的救済及び非司法的救済
(ア)  民事裁判手続のＩＴ化 

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

25

26

(イ)  警察官、検察官等に対する人権研修

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

8

1

8

1

8

1

8

・研修の実施回数及び研修参加人数

・2025年度、出入国在留管理庁職員のうち、実務に携わる職員25名に対して、人身取引等の知識や対処方法の習得等を目的とした研修を実
施した。
・また、一定の在職年数の職員30名に対して、人権に配慮した的確かつ適切な対応能力を身に付けることを目的とした研修を実施した。
・さらに、全職員に対して人権意識をより一層向上させることを目的とした研修を実施した。

・実施状況

・任官後5年目程度の労働基準監督官を対象に厚生労働本省が実施している研修において、人身取引対策の推進における労働基準監督機関
の役割等について講義を実施した（2025年度：3回、計255人参加）。
・また、これに加えて、令和4年3月から、都道府県労働局において、労働基準監督署に新たに配置された労働基準監督官に対して、人身取引
事犯への適用法令、具体的適用例等に係る研修を実施している。

・実施状況

・研修の実施回数及び受講人数
・検察官に対し、経験年数等に応じて行う各種研修において、人権諸条約や犯罪被害者等をテーマとした講義を実施。
【実施状況】
2025年度　検事約210名、副検事約90名が経験年数等に応じて行う各種研修において受講。

・訴状等のオンライン提出を含め民事訴訟制度をデジタル化するための「民事訴訟法等の一部を改正する法律」が令和４年５月に可決され、成
立した。同法のうち、ウェブ会議による口頭弁論の期日への出席を可能とする規定等は既に施行されている。同法の全面的な施行は、2026年5
月21日を予定しており、これにより、訴状等のオンライン提出、訴訟記録の電子化等の民事訴訟手続の全面的なデジタル化が行われる。

・警察学校における受講者数
（警察庁）2025年度、新たに採用された警察職員（約9,000人【P】）や昇任する警察職員（約9,000人【P】）を対象とした警察学校における研修にお
いて、各種人権課題に関する研修を実施した。

 【厚生労働省】74

【法務省】72

【警察庁】

73 【法務省】

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

●警察学校において、新たに採用さ
れた警察職員や昇任する警察職員
に対して、人権の国際的潮流等を含
めた各種人権課題についての教育
を引き続き実施していく。

●訴状等のオンライン提出、訴訟記
録の電子化、関係者の現実の出頭
を要しないウェブ会議等を利用した
争点整理や証拠調べ等の実現を図
り、国民の司法アクセスが向上する
よう、法制審議会における調査審議
を踏まえ、民事訴訟法等の改正を行
う。

●出入国在留管理庁関係職員を対
象に、在職年数に応じて実施してい
る研修において、人権関係法規、人
権擁護の現状及び人身取引関係の
講義等を引き続き実施していく。ま
た、業務の中核となり、実務に携わ
る職員等を対象とした研修におい
て、人権に関する諸条約、人身取引
対策等について講義を実施する等
し、人権問題に関する知識を深め、
適切な業務処理に資する人材を育
成することに引き続き努めていく。

●任官後５年目程度の労働基準監
督官を対象とし、毎年実施される研
修において、人身取引をテーマとし
て取り扱う講義を行っており、人身取
引対策の推進における労働基準監
督機関の役割などについて理解を引
き続き促していく。

●検察官に対し、その経験年数等に
応じて行う各種研修において、人権
諸条約や犯罪被害者等をテーマとし
た講義を実施するなど、広く人権に
関する理解の増進に引き続き努めて
いく。

70

71

【法務省】



(ウ)  「ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針」に基づく日本ＮＣＰの活動の周知とその運用改善

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

1

2

25

27

31

(エ)  人権相談（みんなの人権１１０番等）の継続

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

25

27

31

(オ)  人権侵害の予防及び被害の救済

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

25

27

31

（カ)  個別法令等に基づく対応の継続・強化　（労働者、障害者、外国人技能実習生を含む外国人労働者、通報者保護）

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

25

27

31

25

27

28

（外務省、厚生労働省、経済産業省）
（１）セミナー等のイベントを通じたOECD責任
ある企業行動に関する多国籍企業行動指針
及び日本NCPの周知広報件数、同イベントへ
の参加人数
（２）日本NCPにこれまで問題提起された個別
事例の受領件数及び手続終了件数

(外務省、厚生労働省、経済産業省）
（１）前年を大幅に上回る規模での周知広報活動を実施し、指針及び日本NCPの手続の理解促進を図った。（内容は、以下のとおり。）
・OECD東南アジアワークショップ（フィリピン（6月25日）、ベトナム（6月27日））
・JICA「ビジネスと人権」研修（12月9日
・JPEA CSRセミナー（12月12日）
・外務省・OECD共催「責任ある企業行動の促進のための政府の役割に関する勧告」ラウンドテーブル（2月26日）（32名）
・外務省主催セミナー「ビジネスと人権」（計82名）
（北海道（1月22日）、京都（1月23日）、インドネシア（2月9日）、フィリピン（2月27日））
・一般財団法人太陽光発電協会（JPEA）主催のCSRセミナー（12月12日）
また、外務省は、ホームページ「OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針と日本NCP」の構成・内容を刷新するとともに、指針及
び日本NCPの役割を簡潔に紹介するリーフレットの作成にも取り組んだ。

（２）受領件数21件、手続終了件数14件(件数は2000年の日本NCP設立以降の累積数）

・人権相談件数

・法務省の人権擁護機関では、「外国人のための人権相談所」を設け、約80の言語による人権相談に対応しているほか、「外国語人権相談ダイ
ヤル」及び「外国語インターネット人権相談受付窓口」を設けており、電話・インターネットでも10言語による人権相談に応じている。令和7年の外
国人を被害者とする差別待遇の相談件数は574件である。また、こどもの人権問題に関しては、専用の相談電話として「こどもの人権110番」を
設けており、人権相談に応じている。令和7年の「こどもの人権110番」への相談件数は13,058件である。さらに、「みんなの人権110番」（全国共
通人権相談ダイヤル）において、相談内容に応じた振り分け機能を導入しており、ダイヤル1番において女性の人権問題に関する相談に応じて
いる。

・人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
・法務省の人権擁護機関では、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に
応じた適切な措置を講じているところ、令和7年の外国人であることを理由とする差別待遇の人権侵犯事件の新規救済手続開始件数は45件で
ある。

・母国語相談及び申告件数

・外国人技能実習機構では、技能実習生等から母国語による相談・申告の窓口への相談を受け付けているところ、2024年度の母国語相談件数
は延べ14,009件、申告件数（注）は70件（2024年度）である。
（注）母国語相談窓口からの相談により明らかになったものを含み、技能実習法違反の疑いのある案件のうち、技能実習生等が技能実習法第
49条の規定に基づく申告をするとした場合の件数。
　なお、2021年4月21日からは、暴行や脅迫等の人権侵害行為の相談に対応するための専用窓口「技能実習SOS・緊急相談専用窓口」を開設
したほか2023年4月12日からは、電話番号を持っていない者でも相談ができるよう、オンライン通話による相談対応を開始した。

・民間事業者の体制整備状況

公益通報者保護法に基づき、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者については、内部通報受付窓口の設置をはじめとする公益通
報に適切に対応するための体制整備が義務付けられている（常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については努力義務）。民間事
業者の実態調査の結果、内部通報制度を導入している割合は、義務対象事業者が91.5％、努力義務対象事業者は46.9％であった（2024年4月
公表）。

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

●我が国では、通報者の保護に関
し、一定の要件を満たして通報を
行った通報者の保護を図るとともに、
国民の生命、身体、財産の保護に係
る法令の遵守を図ることを目的とす
る「公益通報者保護法（平成１６年法
律第１２２号）」を制定している。G２０
大阪サミット首脳宣言及び「G２０効
果的な公益通報者保護のためのハ
イレベル原則」も踏まえ、事業者及び
行政機関（地方公共団体を含む）に
おける通報・相談窓口設置の促進を
引き続き図っていく。

●「ＯＥＣＤ責任ある企業行動に関す
る多国籍企業行動指針」に基づき、
担当３省間の連携強化・円滑化に努
めながら､日本ＮＣＰとして適切な機
能を果たす。具体的には、公平性と
中立性の確保に努めつつ、手続の
透明化を進め、引き続き広報活動を
行う。その際、サプライチェーンにお
ける人権尊重やジェンダーの視点に
も留意することとする。政労使で構成
される日本ＮＣＰ委員会と協力し、要
すれば適宜有識者からの助言を求
めていく。

75
【外務省、厚生
労働省、経済産
業省】

78
（法務省、厚生
労働省）

●技能実習法に基づき、出入国在留
管理庁長官及び厚生労働大臣への
申告のほか、外国人技能実習機構
による技能実習生に対する母国語で
の相談対応及び人権侵害発生時
等、技能実習の実施が困難となった
際の転籍支援を引き続き実施してい
く。

76

●外国人のための人権相談所等で
は、１０か国語での外国語による人
権相談に対応している。さらに、子ど
もや女性の人権問題に関しては、専
用の相談電話を設置している。

【法務省】

79 【消費者庁】

77

●人権相談等を通じて人権侵害の
疑いのある事案を認知した場合に
は、所要の調査を行い、関係機関の
連携を図りつつ、事案に応じた適切
な措置を講ずることによって、被害の
救済及び予防を図る。

【法務省】



(キ)  裁判外紛争解決手続の利用促進

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

25

28

(ク)  開発協力・開発金融における相談窓口の継続

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

81 【外務省】 ・実施状況
JICAはウェブサイトを通じて、環境社会配慮ガイドラインに基づく異議申立手続要綱及び異議申立に係る審査結果の公開を行っている。今年度
は1件（2026年3月10日時点）の異議申立に対応しており、今後も同制度の提供を継続していく。

28

82 【財務省】 ・実施状況
JBICは、ホームページにおいて、異議申立の手続要綱及び環境ガイドライン担当審査役に関する情報を提供中。また、同ホームページ上に
て、これまでの異議申立の受付・手続進捗状況とその調査結果等の報告書についても公開を行っており、今後も継続していく。

28

28

31

・実施状況

（外務省）JICAは2022年に改正した異議申立手続要綱に基づき、実効性（利用可能性、予測可能性、公平性等）の向上に努めている。また、同
制度の紹介資料の公開・提供や関係者への研修等を通じて同制度の周知を図っている。

（財務省）JBICにおいて、「環境社会配慮確認のためのＪＢＩＣガイドライン」の見直しに向けた議論と併せ、異議申立手続要綱の改正の必要性
の有無についても議論し、当該要綱に環境ガイドライン担当審査役が調査及び対話の促進にあたり外部専門家を活用出来る旨を明記するなど
の改正を2022年5月に行い、同年7月から施行している。引き続き実効性の向上について検討していく。

（法務省）
・認知度調査の結果
（全府省庁）
・実施状況

（法務省）
・2024年１月18日～22日に実施したＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）・ＯＤＲ（オンラインでの紛争解決）に関する認知度調査の結果、
ＡＤＲの認知度20．9％
ＯＤＲの認知度15．5％
であった。
・例年、インターネット広告によるＡＤＲ・ＯＤＲの周知・広報を行っており、2025年度も継続してこれらの取組を行った。
・また、2025年度は、認知度調査の結果を踏まえ、ＡＤＲ週間（12月1日～7日）中、関係機関と連携した集中的・一体的な広報を実施し、12月1日
にオンライン・フォーラムを開催するとともに、事業者を含む認証ＡＤＲ（愛称：かいけつサポート）の情報等について、広く国民に周知・広報を行
うためのホームページの改修など、認知度向上に向けた施策を行ったほか、ODR紹介動画を作成し「かいけつサポート」ホームページで公表す
るなど、ADR・ODRの認知度向上のための取組を進めた。

（農林水産省）飲食料品製造業分野、外食業分野及び農業分野の３分野を対象とした、「事業者向け」及び「外国人向け」の相談窓口を設置。
当省のホームページへの掲載や、受入機関等に相談窓口のQRコードを掲載したチラシを配布し、周知。漁業分野においては、漁協等における
相談業務等の支援を実施。

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

●ＪＩＣＡは、 環境社会配慮ガイドライ
ンの遵守を確保するために、 被影響
住民がガイドラインの不遵守に関す
る異議申立を行うことができる制度
を設けており、引き続き提供してい
く。異議申立が行われた場合には、
事業担当部署等から独立した異議
申立審査役がガイドラインの遵守・
不遵守に関する事実を調査するとと
もに紛争解決に向けた当事者間の
対話を促進し、その結果を直接ＪＩＣＡ
理事長に報告するとともにＪＩＣＡの
ウェブサイトで公開していく。

●JBICは、環境ガイドライン遵守を
確保するため、環境ガイドライン不遵
守に関する異議申立の手続を設け
ており、引き続き提供していく。当該
異議申立は、プロジェクトの被害を受
け得る当該国の住民により行うこと
が可能とされており、投融資担当部
署から独立した環境ガイドライン担当
審査役により判断され、その結果は
公開されることになっている。

●企業活動がもたらす課題や人権
侵害に関する救済へのアクセス改善
に資するものとして、「裁判外紛争解
決手続の利用の促進に関する法律」
に基づく認証紛争解決手続や、その
他の様々なステークホルダーが提供
する取組について、その利用促進を
図るため、周知等の支援を行う。

83
【外務省、財務
省】

●JICA、及びJBICにおいて、今後も
運用の改善等を通じて、実効性の向
上に努めていく。

80
【法務省、全府
省庁】



（ケ）日本司法支援センター（法テラス）の取組

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

25

27

31

（５）　その他の取組
途上国における法制度整備支援

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

85
【法務省、外務
省】

・起草支援・運用支援のための派遣要請に対
して実際に派遣して支援を実施した割合
・年度当初に把握している支援対象各国に対
する起草・改正支援の目標法令数に対して当
該年度に支援を行った割合
・年度当初に把握している支援対象各国に対
する執務参考資料等の作成支援目標数に対
して当該年度に支援を行った割合
・司法及び治安機関のサービスがより多くの、
より広い範囲の人々に行き渡るようになった
国・地域の数

（法務省・外務省）
アジアを中心とする開発途上国に対し、民商事法を中心に、法令の起草と運用改善、人材育成などの法制度整備支援を実施。中でも、カンボ
ジア、ラオス、インドネシアでは、裁判官、検察官、弁護士の養成支援を行い、法の支配の下での人権保障と自由な経済活動の推進の中核に
なる法曹人材の育成支援事業を展開し、それぞれの国における司法の質及びそのアクセスの向上に向けた取組を実施している。現在はベトナ
ム、カンボジア等10か国以上に対し、研修やセミナーを実施するとともに、ベトナム、カンボジア、ラオス、インドネシアにJICAによる長期専門家
を派遣中。また、バングラデシュの法律実務家に対し、ＪＩＣＡのプロジェクトに協力する形で司法アクセスの向上をテーマとする研修を実施した。
加えて、将来、各国の中枢を担う国際人材に対する人材育成を目的として、ＡＳＥＡＮ諸国等を中心とした留学生を対象に、「ビジネスと人権」に
関する共同研究を実施（参加国15か国）した。また、ＪＩＣＡが実施している「ビジネスと人権」に関する研修に講師として法務省法務総合研究所
国際協力部の教官を派遣した。
なお、ＯＤＡの枠組みではないが、国連開発計画（ＵＮＤＰ）に対し、職員を派遣するとともに、司法アクセスの強化に関するプロジェクトへの拠出
を行っている。

（外務省）
・JICAは、アジア、アフリカ等の９か国を対象に司法アクセスに関する研修及び「ビジネスと人権」に関する研修を実施した。なお、法務省・外務
省の記載に加え、バングラデシュでは調停の活用促進にかかる協力を実施しており、司法アクセス向上に貢献している。

10

質の高いインフラの推進（質の高いインフラ投資に関するＧ２０原則）

関係府省庁 評価指標 実施状況（評価指標がある場合は同指標に基づく。ない場合は定性評価） 原則No

86 【外務省】
バイ・マルチの会合にて、G20原則に基づく質
の高いインフラ投資の重要性を発信。

「原則５：インフラ投資への社会配慮の統合」を含むG20原則の国際社会における普及・実施に取り組んでいる。具体的には、以下の各声明で
G20原則に言及。
2025年11月　G20ヨハネスブルク・サミット「重要鉱物フレームワーク」
2025年12月　国連総会第２委員会決議「持続可能な開発のための農業技術」

10

・外国語通訳を伴う法律相談の件数 ・令和7年4月1日～令和8年2月28日（速報値）　1,189件84

【追加施策（４年目）】

●資力の乏しい国民や我が国に住
所を有し適法に在留する外国人に対
し、無料法律相談等の支援を実施
し、司法的救済へのアクセス確保に
努める。

【法務省】

今後行っていく具体的な措置

●Ｇ２０大阪サミットで承認された「質
の高いインフラ投資に関するＧ２０原
則」では、「原則５：インフラ投資への
社会配慮の統合」において、あらゆ
る人々の経済参加や社会包摂を可
能にし、女性や児童等脆弱な状況に
ある人々の人権やニーズを尊重す
べきことが定められている。日本はＧ
２０原則の普及・定着を積極的に訴
え、国際社会の議論をリードしてお
り、今後も同原則を推進することで
「ビジネスと人権」が想定する諸課題
の解決に寄与していく。

今後行っていく具体的な措置

今後行っていく具体的な措置

●ODAを活用し、関係府省庁とも協
力しつつ､法の支配の下における人
権の保障と自由な経済活動の基礎
となる法令の起草・改正、法運用組
織の機能強化と実務改善、法曹人
材育成、司法アクセスの向上等に関
する支援を実施する（ＪＩＣＡによる専
門家派遣、研修、セミナー等）。


